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法 律 相 談
日常生活上のもめどとや法律上
の手続きなど祀ついて、弁護士が
相談に応じます。毎週木曜日・・・区
役所一階区民相談室。毎月第三水
曜日…第二庁舎。時間はいずれも
午後】時～4時です。

成
人
病
の
早
期
診
断
・
早
期
発
見
に

保
健
セ
ン
タ
ー
が
完
成

足
立
保
健
所
(
新
庁
舎
)
も
併
設

成
人
病
は
、
文
明
病
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す

。
そ
れ
は
、
他
の
病
気
と
異
な
り
日
常
生
活
の
な
か

で
の
栄
養
の
と
り
す
き
や
運
動
不
足
か
原
因
と
な
る
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
治
農
が
困
難
で
あ
り
、
唯
一

の
決
め
手
は
早
期
診
断

、早
期
発
見
し
か
な
い
現
状
で
す
。
成
人
病
が
全
死
因
の
六
〇
%
を
占
め
る
現
在
、

成
人
病
検
診
の
機
会
に
め
ぐ
ま
れ
な
い
人
々
へ
の
対
策
と
し
て

、
保
健
セ
ン
タ
ー
を
建
設
し
ま
し
た
。

か
ね
て
よ
り
、
鵐
設
工
事
を
進
め

て
い
ま
し
た
保
健
セ
ン
タ
ー
・
足
立

保
健
所
合
同
新
庁
舎
が
、
こ
の
た
ぴ

完
成
し
ま
し
た
。
主
な
業
務
は
次
の

と
お
り
で
す
の
で
、
大
い
に
ご
利
用

く
だ
さ
い
。
な
お
、
保
健
セ
ン
タ
ー

は
、
全
区
民
の
方
を
対
象
と
し
て
い

ま
す
か
、足
立
保
健
所
に
つ
い
て
は
、

従
来
ど
お
り
で
す
。

■
保
健
セ
ン
タ
ー

脳
卒
中
・
が
ん
・
心
臓
病
等
の
早

期
発
見
の
た
め
に
、
成
人
病
検
診

胃
か
ん
検
診
お
よ
び
子
宮
か
ん
検

診
を
行
な
う
も
の
で
、
十
月
二
日

(
月
)

か
ら
業
務
を
開
始
す
る
予

定
で
す

。

■
足
立
保
健
所

移
転
に
よ
る
新
庁
舎
で
の
業
務
は

九
月
四
日
(
月
)
よ
り
開
始
し
ま

す
か
、
都
合
に
よ
り
九

月
六

日

(
水
)
と
九
月
(
日
(
金
)
の
一

般
健
康
診
断
は
休
ま
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
な
お
、
旧
足
立
保
健
所

の
庁
舎
は
、
改
築
の
う
え
、
現
在

の
竹
の
塚
保
健
相
談
所
が
移
転
す

る
予
定
で
す
。

《
新
庁
舎
の
規
模
概
要
》

所
在
地
　
伊
興
町
前
沼
一

】五
七
-

六
電
話
　
(
五
五一
四
一
五
一
(
代
)

交
通
　
東
武
線
竹
の
塚
駅
西
口
下
車

徒
歩
五
分

建
物
　
鉄
筋
二
階
建
、
延
床
面
積
一

九
六
一
・
九
一
平
方
メ
ー
ト
ル

一
階
部
分
　
診
療
関
係

受
付
・
会
計
・
予
診
室
・
測
定
室

・
診
療
室
・
検
尿
室
・
心
電
図
室

・
採
血
室
・
眼
底
検
査
室
・
エ
y

ク
ス
線
室
・
子
官
が
ん
検
査
室
・

胃
が
ん
検
査
室
・
歯
科
相
談
室
・

精
神
衛
生
相
談
室
・
栄
養
指
導
室

二
階
部
分

事
務
室
・
会
議
室
・
講
堂
・
検
査
室

問
合
せ
先
　
足
立
保
健
所
　
(
四

〇
-
五
一
四
一

完成を間近かに工事は着々と( 8 月8 日撮影)

総
合
防
災
訓
練

わ
が
家
の
防
災
訓
練

みなさんでご
参加ください

日
本
は
、
世
界
で
も
有
歎
の
地
震

国
で
す
。そ
の
た
め
、常
に
大
地
震
発

生
の
恐
怖
に
さ
ら
さ
れ
て
い
ま
す

。

正
確
な
地
震
予
知
が
困
難
な
現
在
、

地
震
に
よ
る
被
害
を
最
小
限
に
く
い

止
め
る
た
め
に
は
、
区
民
の
皆
さ
ん

一
人
一
人
の
日
頃
の
訓
練
の
積
み
重

ね
が
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す

。

そ
こ
で
、区
で
は
九
月
一
日
「
防

拔
の
日
」
に
総
合
防
災
訓
練
を
、
都

と
合
同
し
て
防
災
関
係
機
関
と
、住

民
の
参
加
に
よ
り
実
施
し
ま
す
。

ま
た
、同
時
に
我
が
家
の
防
災
訓

練
弋

各
家
庭
、
各
事
業
所
を
対
象

に
実
施
し
ま
す
。

区
民
の
皆
さ
ん
も
、大
地
震
に
備

え
て
、区
が
行
な
う
防
災
訓
練
に
は

積
極
的
に
参
加
さ
れ
る
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

総
合
防
災
訓
練

ご
近
所
、
お
誘
い
あ
わ
せ
の
う
え

多
数
ご
見
学
く
だ
さ
い
。

◎
密
集
市
街
地
訓
練

日
時
　
九
月
一
日
(
金
)
午
前
十
時

五
十
分
?
十
一
時
三
十
分

会
場
　
①
西
新
井
小
学
校

③
梅
島

第
一
小
学
校

訓
練
内
容
　
初
期
消
火
訓
練
・
応
急

救
護
訓
練

参
加
機
関
　
区
・
西
新
井
消
防
署
・

町
会
・
自
治
会

◎
総
合
馴
練
・
災
害
医
療
訓
練

日
時
　
九
月
一
日
(
金
)
正
午
～
午

後
二
時

会
場
　
荒
川
河
川
敷
(
西
新
井
橋
左

岸
下
流
関
原
一
丁
目
先
)

訓
練
内
容
　
非
常
炊
出
し
・
救
助
物

賢
の
輸
送
配
分
・
防
疫
・
清
掃
・

障
害
物
の
除
去
・
渡
架
フ
ェ
リ
ー

の
股一
・
自
動
車
、
倒
壊
家
屋
か

ら
の
救
出
・
応
急
給
水
・
災
害
医

療
救
護
全
般

参
加
機
関
　
都
・
警
視
庁
・
東
京
消

防
庁
・
東
京
ガ
ス
・
東
京
電
力
・

電
信
電
話
公
社
・
国
鉄
・
営
団
地

下
鉄
・
東
武
鉄
道
・
陸
上
自
衛
隊

・
東
京
都
医
師
会
・
日
本
放
送
協

会
・
日
赤
・
町
会
・
自
冶
会

我
が
家
の
防
災
訓
練

訓
練
開
始
の
合
図

に
花
火
を
打
ち
上
げ

ま
す
の
で
、
各
家
庭

お
よ
び
、
各
事
業
所

で
は
、
次
の
要
領
で

自
主
訓
練
を
し
て
く

だ
さ
い
。

日
時
　
九
月
一
日

(
金
)
午
前
十
時

三
十
分
～
四
十
分

訓
練
内
容

▽
使
用
中
の
火
気
は

す
ば
や
く
消
す

▽
丈
夫
な
机
や
べ
y
ド
に
身
を
か
く

し
て
様
子
を
み
る
(
自
分
の
家
で

は
、
ど
こ
が
安
全
か
あ
ら
か
じ
め

話
し
合
っ
て
く
だ
さ
い
)

▽
ガ
ス
の
元
栓
・
電
気
器
具
の
コ
ー

ド
の
差
し
込
み
な
ど
、
火
の
元
の

】斉
点
検
を
す
る

▽
消
火
器
具
の
点
検

▽
非
常
持
出
品
の
準
備

問
合
せ
先
　
災
害
対
策
係

家
族
ぐ
る
み
で
野
菜
や
花
作
り
を

区
民
農
園
利
用
者
募
集

都
市
化
か
進
行
し
て
い
る
中
で
生

活
す
る
私
た
ち
は
、
自
然
に
親
し
む

機
会
か
、
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま

す

。そ
こ
で
、
区
で
は
皆
さ
ん
に
野
菜

や
花
作
り
を
通
じ
て
、土
や
緑
に
親

し
ん
で
い
た
だ
こ
う
と
、
す
で
に
区

民
農
園
を
四
か
所
設
置
し
、
ご
利
用

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
こ
の
た
び
、

あ
ら
た
に
次
の
と
こ
ろ
に
開
園
す
る

は
こ
ぴ
と
な
り
ま
し
た
。

あ
な
た
も
、家
族
ぐ
る
み
で
自
然

と
親
し
み
野
菜
や
花
な
ど
を
作
っ
て

み
て
は
い
か
か
で
し
ま
つ
か
。

ご
希
望
の
方
は
、
次
の
要
領
で
お

申
込
み
く
だ
さ
い
。

○
名
称
・
所
在
地
・
交
通

「
谷
中
区
民
農
園

」
、
谷
中
五
丁

目
大
谷
田
上
土
地
区
画
整
理
組
合
六

十
七
ブ
ロ

。
ク
、
亀
有
駅
か
ら
王
子

行
き
バ
ス
に
乗
り
上
谷
中
町
下
車
徒

歩
(
分
。

○
募
集
区
画
数
　
亘
二
十
区
画
(
一

区
画
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル
)

○
利
用
料
　
無
料
。な
お
、種
苗
、

肥
料
、用
具
な
ど
は
ご
自
身
で
用

意
し
て
く
だ
さ
い
。水
道
、
便
所

の
設
備
は
あ
り
ま
す
。

○
応
募
資
格
　
区
内
に
居
住
し
耕
作

す
る
土
地
か
な
く
園
芸
に
熱
意
の

あ
る
方
と
、
六
十
歳
以
上
の
お
年

寄
り
の
方
(
一
世
帯
一
区
画
に
限

り
ま
す
)

〇
申
込
締
切
　
(

月
二
十
六
日
(
土
)

ま
で
の
到
着
分

。

○
申
込
方
法
　
必
ず
往
復
は
が
き
を

使
用
す
る
こ
と
。
左
の
記
入
例
を

参
考
に
往
信
欄
に
は
最
初
に
「
区

民
農
園
申
込
み
」
と
書
き
、
申
込

者
氏
名
(
ふ
り
か
な
を
つ
け
る
)
、

住
所
、
家
族
構
成
(
氏
名

、年
齢
)
、

電
話
番
号
の
順
に
書
い
て
く
だ
さ

い
。

ま
た
、
六
十
歳
以
上
の
方
が
申
込

む
場
合
は
、
特
に
、
老
人
コ
ー
ナ
ー

希
望
と
書
い
て
く
だ
さ
い
。

返
信
用
の
あ
て
先
欄
に
申
込
者
の

住
所
、氏
名
を
お
忘
れ
な
く
。

○
利
用
者
の
決
定

申
込
者
多
数
の

場
合
は
、抽
選
に
よ
り
決
め
ま
す
。

申
込
・
問
合
せ
先
　
緑
化
係

ご
協
力
く
だ
さ
い

自
動
車
登
録
検
査

事
務
の
一
時
停
止

陸
運
事
務
所
で
は
、コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
の
老
朽
化
に
よ
り
、
シ
ュ
テ
ム

更
新
を
行
な
う
た
め
、
そ
の
準
備
作

業
と
し
て

、
九
月
二
日
(
土
)
終
日

、

全
国
の
陸
運
事
務
所
(
支
所
を
含
む
)

に
お
い
て

、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
処

理
し
て
い
る
業
務
を
停
止
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た

。

な
お
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
処
理
に

よ
ら
な
い
継
続
検
査
、
検
査
標
章
の

再
交
付
、
自
動
車
登
録
番
号
標
の
封

印
再
交
付
、
軽
自
動
車
の
届
出
、
臨

時
運
行
、
回
送
運
行
に
関
す
る
業
務

は
平
常
ど
お
り
行
な
い
ま
す
。

問
合
せ
先

都
陸
運
事
務
所
足
立
支

所
　
　
(
(
四
-
一
五
一
一

はがきの記入例

受講生を募集

成人学校

次
の
二
会
場
で
成
人
学
校
を
開

設
し
ま
す
。

ふ
る
っ
て
ご
応
募

く
だ
さ
い
。

■
教
育
セ
ン
タ
ー
会

場
期
間
　
九
月
二
十
一

日
か
ら
十
二
月
十

四
日
ま
で
の
毎
週

木
曜
日
(
延
べ
十

二
日
間
)

時
間
　
午
後
六
時
三

十
分
か
ら
(
時
三
十
分

科
目
・
定
員
　
手
芸
科
(
ス
モ
ヴ

ク
刺
繍
等
)
・・・
五
十
名

古
典
文
学
科
(
奥
の
細
道
ご
・・

五
十
名

■
青
年
館
会
場

期
間
　
九
月
二
十
一

日
か
ら
十
二
月
十

四
日
ま
で
の
毎
週

木
曜
日
(
延
べ
十

二
日
間
)

時
間
　
午
後
二
時
三

十
分
か
ら
四
時
三

十
分

科
目
・
定
員
　
陶
芸
科
・・・
四
十
名

料
理
科
(
各
租
惣
菜
)
・
:四
十

(
名

対
象
　
両
会
場
と
も
区
内
在
住
、

在
動
の
成
人
。

費
用
　
受
講
料
は
無
料
。た
だ
し
、

教
材
費
は
実
費
負
担
。

申
込
方
法
　
往
復
(

ガ
キ
に
、
会

場
・
科
目
・
住
所
・
氏
名
・
生
年

月
日
・
職
準

連
絡
先
電
話
番
号

を
明
記
の
う
え
教
育
委
貝
会
文

化
係
(
千
住
一
!
五
〇
)
へ

。

申
込
締
切
　
(
月
二
十
五
日
(金
)

の
消
印
ま
で
有
効
、
申
込
多
数

の
場
合
は
抽
せ
ん
。

問
合
せ
先
　
文
化
係

ご
参
加
く
だ
さ
い

区
民
体
育
大
会

《
サ
ッ
カ
ー
の
部
》

期
日
　
九
月
十
七
日
～
十
月
二
十

九
日
(
各
日
曜
日
)
午
前
九

時
～
午
後
四
時

会
場
　
鹿
浜
球
技
場

試
合
方
式
　
ト
ー
ナ
メ
ン
ト

参
加
資
格
　
区
内
在
住
、
在
動
者

で
結
成
さ
れ
た
チ
ー
ム
(
高
校

生
チ
ー
ム
は
除
く
)

参
加
費
　
一
チ
ー
ム
三
千
円

申
込
方
法
・
申
込
先
　
(

月
二
十

五
日
ま
で
郵
送
で
、
区
役
所
経

理
課
【
千
住

】-
五
〇
)
青
木

ま
で
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

《
柔
道
の
部
》

期
日
　
十
月
一
日
午
前
九
時
開

会
金
場
　
区
体
育
館

競
技
方
法
　
小
学
校
一
年
生
圭
二

年
生
は
一
本
勝
負
、小
学
校
四

年
生
以
上
成
年
都
は
高
点
試
合

参
加
資
格
　
区
内
在
住
、在
勤
者

参
加
費
　
三
百
円

申
込
方
法
・
申
込
先
　
(
月
三
十

日
ま
で
に
参
加
費
を
忝
え
て
理

事
長
宅
【田
村
四
郎

小
台
二

丁
目
二
四
-
二
二
　
　
九

】三

上
(
○
四
六
)
へ
、
郵
送
(
氏

名
、
住
所
、年
齢
、
学
年
、身

長
、
体
重
、
段
位
を
記
入
)
で

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
体
育
課

飛
び
入
り
歓
迎

区
民
大
運
動
会

十
月
十
日
(
体
育
の
日
)
に
区

民
大
運
動
会
を
行
な
い
ま
す
。区

民
の
皆
さ
ん
に
家
族
ぐ
る
み
で
楽

し
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
に
、
た
く

さ
ん
の
種
目
を
用
意
し
、
お
い
で

を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

日
時
　
十
月
十
日
(
体
育
の
日
)

午
前
九
時
～
午
後
三
時
三
十
分

(雨
天
の
と
き
は
十
五
日
)

場
所
　
区
営
千
住
新
橋
グ
ラ
ン
ド

申
込
方
法
　
事
前
申
込
み
(
五
十

メー
ト
ル
・
百
メー
ト
ル
・
千

五
百
メ
ー
ト
ル
競
走
)
に
つ
い

て
は

、
所
定
の
申
込
用
紙
(
出

張
所
・
体
育
課
に
あ
り
ま
す
)

に
記
入
し
、(
月
三

十

一
日

(木
)

ま
で
に
各
出
張
所
、
ま

た
は
教
育
委
員
会
体
育
課
へ
。

そ
の
他
の
種
目
に
つ
い
て
は
当

日
会
場
で
受
付
け
ま
す

。

※
来
場
者
の
先
着
一
万
名
に
記
念

品
を
差
し
あ
げ
ま
す
。

な
お
、
駐
車
場
が
あ
り
ま
せ
ん

の
で
、
車
で
の
ご
来
場
は
ご
違
慮

く
だ
さ
い

。

問
合
せ
先
　
体
育
課

心
身
障
害
児
の
た
め
の

就
学
相
談
受
付
中

昭
和
五
十
四
年
四
月
か
ら
小
学

校
に
入
学
す
る
児
童
で
、
心
身
に

何
ら
か
の
障
害
の
あ
る
方
の
就
学

相
談
を
受
付
け
て
い
ま
す
。

こ
の
就
学
相
談
は
、
原
則
と
し

て
、
年
間
を
通
じ
て
行
な
っ
て
い

ま
す
が
、
ま
だ
相
談
申
込
み
を
さ

れ
て
い
な
い
方
は
、
次
の
集
中
相

談
受
付
期
間
中
に
お
申
込
み
く
だ

さ
い
。

集
中
受
付
期
間
　
(
月
三
十
一
日

(木
)
ま
で

対
象
　
▽
区
内
在
住
の
心
身
に
何

ら
か
の
障
害
の
あ
る
児
童
で
、

来
年
四
月
に
入
学
す
る
年
齢
に

達
し
て
い
る
児
童

▽
現
在
、
小
学
校
六
年
生
で
、

来
年
四
月
に
、
都
立
盲
・
ろ
う

学
校

、
ま
た
は
養
護
学
校
の
中

等
部
を
希
望
す
る
生
徒

▽
そ
の
他
、小
中
学
校
に
在
籍

す
る
児
童
・
生
徒
で
、
心
身
障

害
の
状
態
の
変
化
に
よ
り
都
・

ほ
立
の
い
す
れ
か
の
学
校
へ
転

学
を
希
望
す
る
方

申
込
・
問
合
せ
先
　
教
育
相
談
室
(

教
育
セ
ン
タ
ー
内
)
　
　
【

五
九
丿
九
五
三

】
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福
祉事
業
あ
ん
な
い

難
病
患
者
の
方
へ

手
当
金
を
支
給

難
病
悪
者
の
(

月
期
手
当
金
(
四

月
～
七
月
分
)
を
八
月
二
十
五
日
頃

に
、
あ
な
た
の
指
定
し
た
金
融
機
関

に
振
込
み
ま
す
の
で

、
お
受
け
と
り

く
だ
さ
い
。
受
給
者
の
方
に
は
、(

ガ
キ
で
通
知
し
ま
す
。

な
お
、
骸
当
す
る
方
で

、
ま
だ
申

爾
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
次
の
要
領

で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

該
当
す
る
方
　
区
内
に
居
住
し
、
次

の
疾
病
の
あ
る
方

ス
モ
ン
/
ベ
ー
チ
エ
y
卜
病
/
重

痙
筋
無
力
症
/
全
身
性
エ
リ
テ
マ

ト
ー
デ
ス
/
多
発
性
硬
化
症
/
再

性
不
良
貧
血
/
筋
萎
編
性
側
案
硬

化
症
/
サ
ル
コ
イ
ド
ー
シ
ス
/
特

発
性
血
小
板
域
少
性
紫
班
症
/
汎

発
性
強
皮
症
/
皮
ふ
筋
炎
・
多
発

性
筋
炎
/
高
安
病
/
結
節
性
助
脈

周
囲
炎
/
天
疱
瘡
/
潰
璃
性
大
腸

炎
/
ビ
ュ
ル
ガ
ー
病
/
脊
髄
小
脳

変
性
痙
/
ク
ロ
ー
ン
病
/
劇
症
肝

炎
/
悪
性
関
節
リ
ウ
マ
チ
/
人
工

透
析
を
必
要
と
す
る
腎
不
全
/
血

友
病
/
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
痢
/
慢
性

肝
炎
/
肝
硬
変
・
ヘ
パ
ト
ー
ム
/

ウ
ィ
ル
ス
輪
閉
塞
鰥
/
点
頭
て
ん

か
ん
/
リ
ビ
ド
ー
ジ
ス
/
悪
性
高

血
圧
(
悪
性
腎
硬
化
足
)
/
ネ
フ

ロ
ー
ゼ
症
候
群

手
続
き
に
必
要
な
も
の
　
住
民
票
の

写
し
(
世
帯
全
員
)
、
医
師
の
診
断

書
、
本
人
名
義
の
預
金
通
帳
(
郵

便
局
を
除
く
)

、
印
鑑

(
た
だ
し

、
東
京
都
医
療
費
助
成

要
綱
に
よ
る
医
療
券
の
交
付
を
受

け
て
い
る
方
で
該
当
す
る
疾
病
名

が
記
入
さ
れ
て
い
る
方
は

、
医
療

券
の
写
し
で
診
断
書
に
か
え
る
こ

と
が
で
き
ま
す
)

な
お
、
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
、

老
人
福
祉
手
当
、
児
童
育

成
手
当
(
障
害
手
当
)
を

受
け
て
い
る
方
は
、
支
給

の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

申
請
・
問
合
せ
先
　
援
護

係身
障
者
の
方
へ

福
祉
手
当
を
支
給

心
身
陣
害
者
福
祉
手
当
の
(
月
期

支
払
分
(
四
月
～
七
月
分
)
は
、
(

月
二
十
五
日
頃
、
あ
な
た
の
指
定
し

た
金
融
機
関
に
振
込
み
ま
す
。

受
給
者
に
は
、
(
ガ
キ
で
通
知
し

ま
す
が
、該
当
す
る
方
で
ま
だ
申
請

手
続
き
を
し
て
い
な
い
方
は
、
次
に

よ
り
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
　
区
内
に
居
住
の
膺
二
十
歳
以

上
の
方
で
、
身
体
陣
害
者
手
帳
一
!

二
級
、
愛
の
手
帳
一
I
二
度
を

お
持
ち
の
方
お
よ
び
脳
性
マ
ヒ
・

進
行
性
筋
萎
編
症
の
方

※
た
だ
し
、
施
設
に
入
所
の
方
、老

人
福
祉
手
当
を
受
給
の
方
は
骸
当

し
ま
せ
ん
。

支
給
月
額
　
身
体
障
害
者
三
級
の
方

は
二
千
円
、
そ
の
他
の
方
は
六
千

五
百
円

申
請
に
必
要
な
も
の
　
○
印
鑑
○

住
民
票
(
陣
害
者
本
人
の
み
)

○
身
体
障
害
者
手
帳
ま
た
は
愛
の

手
帳

○
脳
性
マ
ヒ
・
進
行
性
筋

萎
縮
性
で
手
帳
の
な
い
方
は
診
断

雀
が
必
要

○
障
客
者
本
人
名
義

の
預
金
通
帳
(
郵
便
局
を
除
く
)

申
請
・
問
合
せ
先
　
援
護
係

臨
時
生
活

福
祉
給
付
金

福
祉
年
金
、児
童
扶
養
手
当
、
特

別
児
竃
扶
養
手
当
、
福
祉
手
当
(
国

制
度
)
、原
子
爆
弾
被
爆
者
特
別
手

当
、健
康
管
理
手
当
、
保
険
手
当
な

ど
を
受
給
し
て
い
る
方
に
、臨
時
恃

例
の
揩
一
と
し
て
、
臨
時
生
活
福
祉

給
付
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。受
給

で
き
る
方
は
、
六
月
一
日
現
在
、
上

記
の
手
当
を
受
け
て
い
る
方
に
限
り

ま
す
。

た
だ
し

、
次
の
方
は

、
す
で
に
一

時
金
が
支
給
さ
れ
て
い
ま
す
の
で

、

受
給
で
き
ま
せ
ん
。

▽
児
童
福
祉
法
に
よ
り
里
親
に
委
託

さ
れ
て
い
る
方

▽
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方

▽
社
会
福
祉
事
業
法
に
よ
る
社
会
福

祉
施
設
に
入
所
し
て
い
る
方

▽
ら
い
予
防
法
に
よ
る
援
護
者

▽
老
人
福
祉
法
に
よ
る
養
護
受
託
者

に
委
託
さ
れ
て
い
る
方

支
給
額
　
受
給
者
一
人
に
つ
き
六
千

円
。な
お
、
受
給
者
の
方
で
五
十

二
年
分
所
得
税
の
特
別
減
税
が
六

千
円
に
濟
だ
な
か
っ
た
方
に
は
そ

の
差
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

骸
当
者
の
方
に
は
、受
取
り
場
所
、

期
日
が
紀
入
さ
れ
て
い
る
通
知
一

を

差
し
あ
げ
て
い
ま
す
。
給
付
金
の
支

給
は
(
月
中
で
す
。
な
お
、
該
当
す

る
方
で
、
通
知
一

の
届
い
て
い
な
い

方
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
襌
祉
年
金
受
給
者
…
風

民
年
金
課

児
童
扶
養
手
当
・
特

別
児
竃
扶
養
手
当
・
福
祉

手

当

(
国
制
度
)
受
給
者
…
援
護
課

そ
の
他
の
手
当
受
給
者
・・・
衛
生
部

管
理
課

戦
傷
病
者
お
よ
び

戦
没
者
遺
族
の

皆
さ
ん
へ

戦
傷
病
者
お
よ
ぴ
戦
没
者
遺
族
の

方
へ
の
年
金
額
が
引
上
げ
ら
れ
ま
し

た

。
ま
た
、
次
に
掲
げ
る
事
項
も
改

正
に
な
り
ま
す
。

①
戦
没
肴
の
父
母
に
対
す
る

特
別
給
付
金
の
再
輟
続

日
華
事
変
(
昭
1
2・
7
・
7
)

に以
降
の
戦
争
で

、
す
べ

て
の
子
、
ま
た
は
最
後
に
残

さ
れ
た
子
を
戦
死
等
(
公
務
死
)

に

よ
り
失
な
わ
れ
た
父
母
お
よ
び
こ
れ

ら
の
父
母
と
同
様
の
立
場
に
あ
る
孫

を
失
な
わ
れ
た
祖
父
母
に
対
し
て

、

第
三
回
目
の
特
別
給
付
金
(
額
面
六

十
万
円
五
年
償
還
国
債
)
が
支
給
さ

れ
ま
す

。

対
象
者
は
、
四
十
(
年
五
月
一
日

発
行
の
第
五
回
特
別
給
付
金
国
庫
債

券
(
い
豐

二
十
万
円
)
の
受
給
権
者

で
、本
年
四
月
一
日
に
公
務
扶
助
料
、

遺
族
年
金
等
を
受
給
し
て
い
る
方
で

三
月
三
十
一
日
ま
で
に
氏
を
同
じ
く

す
る
自
然
血
族
の
子
お
よ
ぴ
孫
も
い

な
い
方

③
遺
族
援
護
法
の
準一
一
の
範
囲
の

拡
大満

州
開
拓
青
年
義
勇
隊
貝
に
つ
い

て

、
現
行
の
昭
和
十
四
年
十
二
月
二

十
二
日
以
降
の
公
務
死
亡
を
援
護
の

対
象
と
し
て
い
ま
す
が
、
対
象
範
囲

の
拡
大
に
よ
り
、
昭
和
十
二
年
十
一

月
三
十
日
以
降
の
満
州
青
年
移
民
も

対
象
と
な
り
ま
す

。

③
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
の
範
囲
の

拡
大濟

州
青
年
移
民
に
つ
い
て
、
前
記

②
の
遺
族
援
護
法
と
同
じ
期
間
の
改

正
が
行
な
わ
れ
、
同
日
以
降
軍
事
に

関
連
し

、
業
務
上
傷
病
に
か
か
り
、

現
在
、
恩
給
法
別
表
の
第
五
款
症
以

上
の
障
害
が
あ
る
方
も
対
象
と
な
り

ま
す
。

◎
適
用
年
月
日
　
①
は
昭
和
五
十
三

年
四
月

】日
、
②
お
よ
ぴ
③
は
昭

和
五
十
三
年
十
月
一
日

問
合
せ
先
　
援
護
係

定
時
届
を

お
忘
れ
な
く

裲
祉
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
は

毎
年
定
時
届
か
必
要
で
す
。た
だ
し
、

届
出
は
、(
月
期
の
支
払
い
を
受
取

っ
た
後
に
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
こ
の
届
を
提
出
し
な
い
と

年
金
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

届
出
期
限
　
(
月
三
十
一
日
(
木
)

持
参
す
る
も
の
　
福
祉
年
金
証
書
、

印
鑑

届
出
先
　
国
民
年
金
踝
窓
口
ま
た
は

各
出
張
所

問
合
せ
先
　
国
民
年
金
課
給
付
係

福
祉
タ
ク
シ
ー

の
ご
利
用
を

区
で
は

、
身
障
者
の
方
が
タ
ク
シ

ー
に
乗
る
場
合

、
割
引
料
金
で
乗
れ

る
福
祉
タ
ク
シ
ー
制
度
を
実
施
し
て

い
ま
す
。(
月
一
日
か
ら
、
従
来
の

「
ち
I
つ
ち
ん
」
お
よ
ぴ
「
か
た
つ

む
り
」
マ
ー
ク
の
佃
人
タ
ク
シ
ー
の

ほ
か
に
、
新
た
に
身
障
マ
ー
ク
の
つ

い
た
タ
ク
シ
ー
も
ご
利
用
に
な
れ
ま

す
。
対
象
等
は
次
の
と
お
り
で
す
。

対
象
　
下
肢
・
体
幹
機
能
障
害
で
三

級
以
上
の
方
お
よ
び
視
力
障
害
で

一
級
の
方

利
用
券
の
交
付
　
一
人
に
つ
き
月
四

枚
ま
で

。
乗
車
の
際
は
、
料
金
か

ら
三
百
三
十
円
割
引
さ
れ
ま
す

申
請
に
必
要
な
も
の
　
身
体
障
害
者

手
帳
・
住
所
が
確
認
で
き
る
証
明

書
・
印
艦

申
込
・
問
合
せ
先
　
援
護
係

切
替
わ
り
ま
す

(
障
)
医
療
費
受

給
者
証

現
在
交
付
申
の
・漸

心
身
陬
菁
者

医
療
費
受
給
者
証
は
(
月
三
十
一
日

で
有
効
期
限
が
切
れ
ま
す
。

新
し
い
受
給
者
証
は
対
象
の
方
に
(

月
末
日
ま
で
に
届
く
よ
う
郵
送
し

ま
す
。
有
効
期
間
は
九
月
一
日
か
ら

来
年
の
(
月
三
十
一
日
ま
で
で
す
。

た
だ
し
、
次
の
方
は
受
給
者
証
の

交
付
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

▽
所
得
制
限
額
以
上
の
所
得
の
あ
る

方
▽
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方

▽
社
会
保
険
の
被
保
険
者
本
人
の
方

▽
老
人
医
療
費
助
成
制
度
の
受
給
者

▽
児
童
収
容
施
設
、
精
神
摶
弱
者
援

蹼
施
設
な
ど
健
康
保
険
の
自
己
負

担
分
の
な
い
施
設
に
入
所
し
て
い

る
方

申
請
・
問
合
せ
先
　
医
療
助
成
係

ひ
と
り
ひ
と
叺
が
節
水
に
心

が
け
、
水
を
大
切
に
便
い
ま
し

ょ
う

。
ま
た
紹
対
に
火
災
を
起

こ
さ
な
い
ぷ
つ
、
火
の
元
に
は

十
分
注
意
を
し
て
ぐ
だ
さ
い

。

改
正
さ
れ
ま
し
た

開
発
行
為
許
可
申
請
等
手
数
料

(
月
一
日
か
ら
、
開
発
行
為
許
可

申
請
等
手
数
料
が
次
の
と
お
り
改
正

さ
れ
ま
し
た
。

▽
開
発
行
為
許
可
申
請
手
敵
料
…
左

表
右
の
と
お
り

▽
開
発
登
録
簿
の
写
し
交
付
篳
廠
料

・・・
用
紙
一
枚
に
つ
き
二
百
円

▽
仮
設
建
薬
物
建
築
肝
可
申
l
l

料
・・・
一
件
に
つ
き
四
万
円

▽
優
良
宅
地
造
成
認
定
申
請
凖
画一
料

上

件
に
つ
き
三
万
五
千
円

▽
優
良
宅
地
造
成
認
定
申
冊
手
数
料

・・・
一
件
に
つ
き
三
万
五
千
円

▽
優
良
住
宅
新
築
認
定
申
請
乖
螽
料
…

左
表
左
の
と
お
り

問
合
せ
先
　
都
市
整
備
課
開
発
指
導

係
・
建
築
指
導
課
庶
務
係

優良住宅新築認定申請手数料
開発行為許可申請手数料

保
健
所

だ
よ
り

老
人
健
康
診
査

六
十
五
歳
以
上
の
方
な
ら
ど
な
た

で
も
無
料
で
受
け
ら
れ
る
、
老
人
健

康
珍
蓋
を
九
月
一
日
か
ら
九
月
三
十

日
ま
で
の
一
か
月
間
央
施
し
ま
す
。

こ
の
健
康
診
査
は
、比
敬
的
お
と

し
よ
り
に
多
い
、か
く
れ
た
病
気
を

死
見
す
る
た
め
の
も
の
で
す
の
で
、

ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
お
受
け
く
だ
さ

い
。該

当
す
る
方
に
は
、(
月
申
に
通

知
一
を
お
送
り
し
ま
す
。

寝
た
き
り
の
方
に
は
、医
師
が
訪

問
し
て
診
査
も
行
な
い
ま
す
の
で
、

こ
の
よ
う
な
方
は
、
近
く
の
医
療
機

関
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

対
象
者
　
区
内
在
住
の
六
十
五
歳
以

上
(
大
正
三
年
四
月
一
日
以
前
の

生
ま
れ
)
の
方

検
査
会
場
　
青
色
の
「本
院
は
老
人

健
康
診
査
実
施
会
場
で
す
」の
標

示
を
掲
げ
て
い
る
区
内
の
医
療
機

闢
持
参
す
る
も
の
　
受
珍
票
(
赤
ず
り

印
皀

健
康
保
険
証
へ一
匹
・

⑩

の
医
療
証
(
お
持
ち
の
方
の

み
)

※
通
知
書
の
届
い
て
い
な
い
方
、
ま

た
は
、
九
月
一
日
以
降
足
立
区
内
に

転
入
さ
れ
た
方
は
、
曾
轄
の
出
張
所

で
発
行
し
ま
す

。

問
合
せ
先
　
保
健
予
防
係

区
民
健
康
診
断

成
人
痢
・
結
核
の
予
防
と
早
期
発

見
の
た
め
に
、
下
表
の
日
程
で
区
民

健
康
診
断
奢
爽
施
し
ま
す
。

こ
の
健
康
診
断
は
、
特
に
家
庭
の

主
婦
、
自
営
業
の
方
、
店
で
勵
い
て

い
る
方
な
ど
ふ
だ
ん
健
康
診
断
を
受

け
る
機
会
の
少
な
い
方
に
受
陪
し
て

い
た
だ
く
も
の
で
す
。
ぜ
ひ
こ
の
機

会
に
お
叉
け
く
だ
さ
い
。

検
査
内
容
　
X

線
鬨
接
撮
影
(
十
六

歳
以
上
)
・
血
圧
測
定
・
尿
検
査

・
歯
科
検
診
(
三
十
歳
以
上
)

費
用
　
無
料

実
施
金
場
・
日
程
　
下
表
の
と
お
り

受
付
時
間
　
午
後
二
時
I
二
時
三
十

分
ご
注
意
　
▽
X
線
撮
影
を
行
な
い
ま

す
の
で
、
金
具
類
の
つ
い
て
い
な

い
下
着
を
着
用
し
て
く
だ
さ
い

▽
会
場
に
は
、駐
車
楊
が
あ
り
ま

せ
ん
の
で
自
勘
車
・
バ
イ
ク
等
は

ご
還
慮
く
だ
さ
い

▽
必
ず
上
ぱ

き
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
(
除
く
保

健
所
・
保
健
相
岐
所
)

※
検
査
の
結
果
、疑
わ
し
い
方
は
、

後
日
精
密
検
査
を
受
け
て
い
た
だ
き

ま
す
。

問
合
せ
先
　
保
健
予
防
係
・
足
立
保

健
所
(
　
(
四
〇
一
五
一
四
一
、

九
月
四
日
か
ら
は
、
雪
(
五
五
I

四
一
五
一
へ
)
・
千
住
保
健
所
(

(
(
(
-
四
二
七
七
)

相
談
・
講
習
会

▼
精
神
衛
生
相
談

日
時
　
九
月
七
日
(
木
)
午
後
一
時

三
十
分
～
二
時
三
十
分
(
無
料
)

担
当
　
専
門
医

場
所
　
江
北
保
健
相
陝
所

申
込
・
問
合
せ
先
　
江
北
保
健
相
映

所
　
(

九
六一
四
〇
〇
四

▼
育
児
相
談

日
時
　
九
月
六
日
・
十
三
日
(
水
)

午
前
九
時
～
十
時
三
十
分
(
無
料
)

内
容
　
身
体
測
定
・
育
児
の
栄
養
指

導
場
所
　
江
北
保
健
相
鮫
所

持
参
す
る
も
の
　
母
子
健
康
手
帳
、

お
ひ
つ

申
込
・
問
合
せ
先
　
江
北
保
健
相
談

所
▼
栄
養
指
毒
講
習
会

日
時
　
九
月
六
日
(
水
)
午
後
一
時

三
十
分
～
四
時
(
無
料
)

テ
ー
マ
　
妊
娠
中
の
貧
血
予
防

内
容
　
妊
娘
と
貧
血
・
調
理
実
習

場
所
　
東
和
保
健
相
談
所

申
込
・
問
合
せ
先
　
東
和
保
健
相
談

所
　

六
〇
六
-
四
一
七
一

区民健康診断日程表

掲
示
板

ご

利

用

く

だ

さ

い

渦
河
原
区
民
保
養
所
「
あ
だ
ち
荘
」

申
込
受
付
方
法
　

毎
月
一
日
か
ら

翌
月
一
か
月
分
の
受
付
を
開
始

し
、
利
用
し
よ
う
と
す
る
日
の

五
日
前
ま
で
区
民
係
で
受
付
け

し
ま
す
。
た
だ
し
、
日
皿
・
祝

日
は
除
き
土
阻
日
は
正
午
ま
で

で
す
。

※
十
月
利
用
分
は
、
九
月

一

日
(

金
)
か
ら
受
付
け
し
ま
す
。
な

お
、
初
日
の
会
場
は
産
業
振
興

館
(
区
役
所
と
な
り
)
で
す
。

休
館
日
　

九
月
五
日
・
六
日
・
十
(

日
・
十
九
日
・
二
十
日
・
二

十

盲

・
十
月
十
日
・
十
一
日

・
二
十
四
日
・
二
十
五
日

申
込
資
格
　
区
内
に
在
住
、
在
勤

の
方
。
た
だ
し
、
一
人
で
は
利

用
で
き
ま
せ
ん
。

料
金
(
一
泊
二
食
付
)
　
大
人
'
・
・

二
千
五
百
円
子
供
(
四
歳～

小
学
生
)

…
千
三
百
円

利
用

日
数
は
二
泊
ま
で
で
す

。

問
合
せ
先
　
区
民
係

東
部
セ
ン
タ
ー
の

催
し
も
の

茶
道
教
室
受
講
生
募
集
…
申
込
受

付
け
は
、(
月
二
十
三
日
(
水
)

親
子
ペ
ー
パ
ー
ク
ラ
フ
ト
教
室
=
一
(

月
二
十
五
日
(
金
)
午
前
九

時
三
十
分

。
教
材
賢
一

千
円

。

定
員
-

二
十
組

つ
ま
み
習
教
室
・
人
月
二
十
五
日

(
金
)
午
後
一
時
。教
材
費
-
初

級
向
二
千
円

、
中
級
向
三
千
円

申
込
・
問
合
せ
先
　
東
都
セ
ン
タ

ー
　

六
〇
五
-
七
一
〇
】

ご
参

加
く
だ

さ
い

足
立
区
合
唱
コ
ン
ク
ー
ル

日
時
　
十
一
月
二
十
五
日
(
土
)

午
後
一
時

場
所
　
区
文
化
会
館

対
象
　
小
中
高
校
生
の
グ
ル
ー
プ

・
一
般
社
会
人
グ
ル
ー
プ

グ
ル
ー
プ
定
員
　
六
十
名
以
内

演
奏
曲
目
　
曲
目
は
自
由
、
曲
数

は
二
曲
以
内
。
た
だ
し
、
出
退

鳩
含
め
て
七
分
以
内
と
し
、
ピ

ア
ノ
ーギ
タ
ー
・
竃
子
オ
ル
ガ
ン

伴
奥
付
ま
た
は
無
伴
奏
の
も
の

申
込
受
付
期
間
　
九
月
二
十
日
～

十
月
十
四
日
(
申
込
要
項
は
、

九
月
二
十
日
か
ら
文
化
係
で
お

配
り
し
ま
す
)

申
込
・
問
合
せ
先
　
文
化
係

区
内
の
自
然
と
録
の
写
真

コ
ン
ク
ー
ル
の
締
切
り
は
、

八
月
三
十
一
日
で
す
。ふ
る

っ
て
ご
応
募
ぐ
だ
さ
い
。く

わ
し
く
は
、
緑
化
係
へ
。

住
居
表
示
の
再
調
査

(
月
中
頃
か
ら
、
次
の
地
域
で

世
帯
主
名
、建
物
な
ど
の
形
状
銅

壷
お
よ
ぴ
各
種
表
示
板
な
ど
の
取

替
を
実
施
し
ま
す
。

調
査
地
区
　
西
新
井
本
町
7

五

丁
目
・
興
野
一
!
一
丁
目

調
査
期
日
　
(
月
中
旬
～
来
年
一

月
末
日
ま
で

調
査
員

区
が
委
託
し

た
業

者
(

区
役
所
の
腕
章
を
つ
け
て
い

ま
す
)

問
合
せ
先
　
住
居
表
示
係

ペ
ー
パ
ー
ク
ラ
フ
ト

講
習
会

日
時
　
(
月
二
十
四
日
(
木
)
午

後
一
時
(
無
料
)

場
所
　
産
業
振
興
館
二
階

材
料
費
二
　
百
円

挿
S
す
る
も
の
　

エ
プ
ソ
ン
空
箱

二
枚
(
金
泊
紙
共
)
、
チ
S
リ
ー

空
箱
一
枚

、
は
さ
み

、
物
差
し

申
込
期
限
　
(
月一
い
二
日
(火
)

申
込
先
　
日
本
専
売
公
社
足
立
営

業
所
　
(
(

二
-
九
四
七
九

精
神
障
害
者
の

た
め
の
相
談
室

日
時
　
(
月
二
十
七
日
(
日
)
午

後
一
時
～
五
時

場
所
　
梅
鳥
会
館
二
階
(
梅
鳥
三

丁
目
ニ
ー
五
)

問
合
せ
先
　
足
立
精
神
障
誉
者
家

族
会
(
あ
し
な
み
会
)

四
六
〇一
六
三
〇
九
(
昼
)

八
九
〇一
三
四
(
一
(
夜
)

新
作
優
良
家
具
見
本
市

日
時
　
(
月
二
十
五
日
(
金
)
～

二
十
七
日
(
日
)
午
前
九
時
～

午
後
五
時

場
所
　区
体
育
館

主
催
　
足
立
区
・
足
立
家
具
合
連

合
会

※
一
般
の
方
の
入
楊
自
由

。

S・N0　218, 000


